
「杉並区区民等の意見提出手続」の結果報告書 

 

 

１ 政策等の題名 

   杉並区情報化アクションプラン 

 

２ 政策等の案の公表日 

   平成 31年３月１日（金） 

 

３ 意見提出期間 

   平成 31年３月１日（金）～３月 30日（土）（30日間） 

 

４ 意見提出実績 

   文書１件（個人１件、団体０件）（延べ２項目） 

 

５ お寄せいただいた意見の概要と区の考え方等 

別紙１「意見の概要と区の考え方」のとおり 

 

６ 杉並区情報化アクションプランの修正一覧 

   別紙２「杉並区情報化アクションプランの修正一覧」のとおり 

 

７ 問い合わせ先 

杉並区政策経営部情報政策課計画推進係 

電話 ０３‐３３１２‐２１１１ 内線１７４２ 

  



意見の概要と区の考え方 

№ 意見の概要 区の考え方 
修正 

追記 

第一 地域情報化の推進 

目標２ 参加と協働による地域社会を実現する情報発信・交流の推進 

1 

ツイッターやフェイスブックなどのＳ

ＮＳについて、その不適切な利用

により法的問題になるケースが増

えており、悪ふざけの投稿のため

に解雇や退学になる人もいます。

現在、欧州で法規制が進められて

おり、日本も近い将来規制する可

能性があります。区民の安全確保

の面から、自治体としてＳＮＳの利

用を肯定すべきではないと考えま

す。 

近年、ＳＮＳは情報発信や情報交流の

有効な手段として、民間企業だけでなく、

国や自治体においても利用が広がってい

ます。 

 一方、ＳＮＳでの不適切な投稿が社会で

注目を集めていることから、ＳＮＳの適切な

管理が求められています。 

 区では、SNSの公式アカウントを開設す

る場合には、運用ポリシーを策定すること

としています。また、 ＳＮＳに情報を投稿

する際の適切な手順を定めるとともに、職

員への教育を行い、正確性や公平性を確

保した情報発信を行ってまいりました。今

後も、ＳＮＳの適切な管理を行い、安全を

確保した活用を進めてまいります。 

無 

2 

独占禁止の観点から競争入札な

どで事業者を公平に選定すべき立

場にある自治体がなぜ特定のＳＮ

Ｓ事業者を利用しているのでしょう

か。選定に当たってのルールが必

要だと考えます。 

現在、区では、災害時における情報発

信や区の取組の周知等にＳＮＳを活用して

います。活用に当たってはガイドラインを

設け、発信する情報の目的や内容に適し

た、より効果的なＳＮＳを選定することとし

ています。今後も、ＳＮＳの適切な活用に

向けて、適宜、社会経済状況等の変化を

捉えたガイドラインの見直しを図ってまいり

ます。 

無 

別紙１

KUSUMI-TOMOKO
ノート注釈
KUSUMI-TOMOKO : Unmarked



杉並区情報化アクションプランの修正一覧 

修正箇所 修正前 修正後 修正理由 

本文中 平成 31年度以降の元号表記 

本文中について、平成 31年度以降の表記を以下の

とおり、修正する。 

令和  年 

令和  年度 

改元によ

る修正 

P1 
平成 31年度～平成 33年度 

平成 29年度～平成 33年度 

令和元～令和３年度（2019～2021年度） 

平成 29～令和３年度（2017～2021年度） 

改元に伴

いよりわ

かりやす

い表記に

修正 
表中 

30年度現状、31年度、32年度、

33年度 

平成 30年度(2018年度)現状、令和元年度(2019年

度)、令和２年度(2020年度)、令和３年度（2021年

度） 

P7 

第一 

目標１ 

（７）災害

時に備え

た情報シ

ステムの

運用体制

を強化しま

す。 

（７） 災害に備えた情報システム

の運用体制を強化します。 

災害に備えて、発災時において情

報システムを保全し、安全に復旧

させるための対応手順等について

更なる充実を図ります。また、災害

時に必要となる区民サービスに関

連する情報システムについて外部

施設への設置を検討するなど、災

害に備えた情報システムの運用体

制の強化に取り組みます。 

（７） 災害に備えた情報システムの運用体制を強化

します。 

災害に備えて、発災時において情報システムを保全

し、安全に復旧させるための対応手順等について改

定された「杉並区業務継続計画」を踏まえて、更なる

充実を図ります。また、災害時に必要となる区民サー

ビスに関連する情報システムについて外部施設への

設置を検討するなど、災害に備えた情報システムの

運用体制の強化に取り組みます。 

取組内容

がよりわ

かりやすく

なるよう

記述を修

正 

P23 

第二 目標

３ 

（１) ＩＣＴ活

用に向け

た人材育

成を推進し

ます。 

（１） ＩＣＴ活用に向けた人材育成を

推進します。

職員に向けて、文書作成ソフトや

表計算ソフト等のＩＣＴに関する基

礎的な研修を実施するとともに、業

務の効率化や新たなＩＣＴの知見に

関する研修を行い、ＩＣＴを活用でき

る人材の育成を進めます。 

（１） ＩＣＴ活用に向けた人材育成を推進します。

職員に向けて、文書作成ソフトや表計算ソフト等のＩＣ

Ｔに関する基礎的な研修を実施するとともに、業務の

効率化やＡＩ・ＲＰＡ等の新たなＩＣＴの知見に関する研

修を行い、ＩＣＴを活用できる人材の育成を進めます。 

取組内容

がよりわ

かりやすく

なるよう

記述を修

正 

別紙2




